
藤⽥こころケアセンター⻭科の診療体制
藤⽥こころケアセンター内の対応にあわせて、

おけはざま こころてらすヴィレッジへの訪問診療を⾏っています



施設での嚥下機能評価までの流れと検査結果の共有
⾷事に問題がありそうな⽅や誤嚥の可能性がある⽅について、施設職員から⻭科衛⽣⼠が相談を受けます。

その後、⻭科衛⽣⼠が施設に訪問し、⾷事観察や簡易的な検査を実施します。
精密検査が必要な⽅には、後⽇⻭科医師と⻭科衛⽣⼠で訪問して施設内で検査を実施します。

検査結果は施設と共有して、⽇常の⾷事への対応に参考にして対応してもらいます。
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⻭科衛⽣⼠の対応内容

誤嚥性肺炎の既往や
脳⾎管疾患の後遺障害のある⽅を中⼼に
嚥下精密検査の実施へ

施設からの相談内容とそれに⻭科衛⽣⼠が対応した内容です。
誤嚥性肺炎の発症リスクが⾼い⽅は精密検査を実施し、現状の飲みこみの機能を把握したうえで、

⽇常の⾷事摂取⽅法に反映できるよう⽀援しています。



2023年7⽉〜2024年7⽉の間で、
相談対象 21名 うち精密検査実施 9名（⾻折や⾝体疾患で3名医療機関へ⼊院）

全員が経⼝摂取維持、誤嚥性肺炎による⼊院０

主治医、訪問看護師、訪問リハビリテーション、
施設職員などと連携しながら、
⾷事動作や姿勢調整、⾷事の介助⽅法などを提案

＝⻑く⼝から⾷事を摂る⽀援


